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日時 令和５年 11 月８日 

10 時 30 分～ 

場所  ホテルガーデンパレス

税理士会熊谷支部と関係機関との協議会 

１ 支部長あいさつ 

２ 税務署長あいさつ 

３ 県税事務所長あいさつ 

４ 税務署からの連絡事項 

（１）「税を考える週間」について                     （総務課） 

「これからの社会に向かって」をテーマとして、令和５年11月11日（土）から令和５

年11月17日（金）の間において、税を考える週間を実施します。

なお、この期間、熊谷税務署では、各市町の庁舎及び八木橋百貨店において「税に

ついての中学生の作文」等の展示を予定しております。 

（２）申告書等の控えへの収受日付印の押なつ見直しについて       （総務課） 

   別添１「申告書等の控えへの収受日付印の押なつ見直しについて」 



2 

「申告書等の控えへの収受日付印の押なつ見直し」につきましては、これまで令和

６年４月に実施する方向で検討しておりましたが、税理士会の皆様からの意見も踏ま

え、令和７年１月から実施する方向で検討しております。 

なお、詳細につきましては、別添１「申告書等の控えへの収受日付印の押なつ見直

しについて」のとおりです。 

（３）令和５年分所得税及び復興特別所得税の予定納税（第２期分）について 

（管理運営部門） 

イ 納期限               令和５年 11 月 30 日（木） 

ロ 振替納税利用者の振替日       令和５年 11 月 30 日（木） 

ハ 振替納税未利用者への納付書送付日  令和５年 10 月 25 日（水） 

  ニ 減額申請書の提出期限        令和５年 11 月 15 日（水） 

令和５年分申告所得税及び復興特別所得税の予定納税（第２期分）の納期限（振替

納税利用者の振替日）は 11 月 30 日です。 

振替納税利用の関与先に対しまして、前日までに残高確認をしていただくよう指導

をお願いいたします。 

振替納税を利用していない関与先につきましては、10 月 25 日に納付書を発送して

おりますので、納期限までに納付していただくよう指導をお願いいたします。      

なお、封筒には口座振替依頼書を同封しておりますが、11 月２日までに依頼書を提

出いただいた場合は、今回の予定納税第２期分より口座振替をご利用いただけます。

提出が間に合わなかった場合でも、確定申告に向けて振替納税の利用勧奨をお願いい

たします。 

また、廃業、休業、業況不振などの理由により、予定納税額の減額申請書を提出す

る場合は、11 月 15 日までにご提出をお願いいたします。 

（４）税理士による納税者への納付指導について            （徴収部門） 

   別添２「予納制度を利用した納税のご案内」 

   税務調査等により近日中（おおむね６か月以内）に納付すべき税額の確定が見込ま

れる関与先に対しては、予納制度を利用するよう勧奨をお願いいたします。 

なお、別添２「予納制度を利用した納税のご案内」は、関与先に説明を行う際の資

料としてご活用ください。

（５）自宅等からのｅ－Ｔａｘ・スマホ申告の推進について      （個人課税部門） 

令和５年分の確定申告につきましては「あらゆる税務手続が税務署に行かずにでき

る社会」の実現に向け、大規模事業所等に対し、従業員の自宅ｅ－Ｔａｘ申告の周知・

利用勧奨の依頼、マイナポータル連携の拡大などによって利便性が高まっているマイ

ナンバーカード方式によるスマホ申告の利用勧奨の依頼等の働き掛けを実施すること
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により、更なる自宅からのｅ－Ｔａｘ・スマホ申告の推進に取り組むこととしており

ます。 

税理士会の皆様方におかれましても、関与先法人等に対しまして、従業員の方への

「確定申告書作成コーナー」を利用した自宅からのｅ－Ｔａｘ・スマホ申告に係る周

知等を行っていただきますようご協力をお願いいたします。 

なお、令和５年分の確定申告会場におきましても、入場整理券方式を継続する予定

です。こちらも「国税庁ＬＩＮＥ公式アカウントによる事前発行」の利用につきまし

て、周知等をお願いいたします。 

（６）確定申告期の税務支援について               （個人課税部門） 

イ 無料申告相談の日程等について（熊谷署）

（イ）場所  上柴公民館 大会議室２（アリオ深谷３階） 

（ロ）期間  令和６年２月 16 日（金）から３月１日（金）の 10 日間 

（ハ）人員  延べ 71 人 

※ 令和５年分の確定申告につきましては、パソコンの台数を半減し、納税者ご自

身のスマートフォンによる申告相談を予定しております。 

ご協力よろしくお願いいたします。 

ロ 電話相談による申告相談業務（関信局） 

（イ）期間  令和６年１月15日（月）から３月15日（金） 

（ロ）人員  延べ1,730人 

ハ その他 

税理士会熊谷支部と青色申告会及び農業青色申告会との間で行われる協議派遣

方式による申告相談においては、代理送信によるｅ－Ｔａｘの利用をお願いいたし

ます。 

なお、国税局から操作マニュアル等が届きましたら、連絡いたします。 

（７）相続税ｅ－Ｔａｘに係る個別勧奨等について         （資産課税部門） 

   別添３「税理士の皆さまへ相続税申告はｅ－Ｔａｘをご利用ください」 

   別添４「相続税の申告をされる皆さまへ相続税申告はｅ－Ｔａｘをご利用くださ 

い」 

別添５「相続税申告書の代理送信等に関するＱ＆Ａ（抜粋版）」 

 相続税のｅ－Ｔａｘにつきましては、「財務省デジタル・ガバメント中長期計画」

を踏まえ、令和５事務年度の国税庁実績評価における相続税の申告手続のオンライン

利用率の目標値が 40％に定められているところ、相続税申告は税理士の関与割合が高

く、税理士の皆様にご利用いただくことが、相続税ｅ－Ｔａｘの普及・拡大に直結す

るものと考えております。 

つきましては、今後、関与される相続税の申告は、是非ともｅ－Ｔａｘをご利用い

ただきますよう、よろしくお願いいたします。 
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なお、相続税の申告に関与したことがある税理士及び税理士法人を対象に、個別に

勧奨させていただくことがございますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

（８）扶養控除等の見直し依頼文書の発送について         （法人課税部門） 

イ 発 送 日  令和５年 10 月 27 日（金） 

  ロ 回答期限  令和５年 11 月 27 日（月） 

   給与の受給者のうち、扶養控除等の誤りが見込まれる源泉徴収義務者に対しまして、 

  見直しの依頼文書（307 件）を発送しておりますので、関与先から質問等があった場

合には指導をお願いいたします。 

（９）令和５年分年末調整控除申告書作成用ソフトウェアの公開について（法人課税部門） 

   別添６「年末調整手続の電子化」 

国税庁ホームページ「年末調整がよくわかるページ」では「年末調整手続の電子化」

内に「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」のページを開設しておりますのでご

利用ください。 

   なお、年末調整手続の電子化及び年調ソフトの操作方法等に関するご質問等があり

ましたら、以下の電話番号へお問合せください。 

電話番号 
0570-02-4563（ナビダイヤル） 

（通話料全国一律１分 11 円）※固定電話からの発信の場合

受付時間 ９時から 17 時 
10 月１日から 12 月 28 日（毎日） 

１月４日から２月 29 日（月曜から金曜(休祝日を除く。)）

５ 熊谷市・深谷市・寄居町からの連絡事項 

（１）令和６年度(令和５年分)給与支払報告書（総括表）の発送について （個人住民税） 

   別添７「ｅＬＴＡＸ広報チラシ」 

  イ 発送予定日  令和５年 12 月５日（熊谷市）

           令和５年 12 月１日（深谷市・寄居町）

ロ 発送対象者  前年度に紙媒体で給与支払報告書の提出があった事業所等

  ハ 提出期限   令和６年１月 31 日

   令和６年度（令和５年分）給与支払報告書（総括表）を上記の予定で発送いたしま

す。必要事項を記入の上、個人別明細書と合わせてご提出いただくようお願いいたし

ます。 
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   新規事業所等におきまして必要となる場合、ご連絡をいただければ送付いたします。

また、ホームページからもダウンロードできます。 

なお、電子媒体において給与支払報告書を提出いただいた場合は、お送りした給与

支払報告書（総括表）の提出は不要です。電子提出につきましては本日配付したｅＬ

ＴＡＸ広報チラシをご確認ください。 

また、関与先から質問等があった場合には指導をお願いいたします。 

（２）令和６年度固定資産税償却資産申告書等の発送について    （固定資産税）

  イ 発送予定日   令和５年 11 月 30 日（熊谷市） 

            令和５年 12 月 18 日（深谷市） 

                       令和５年 12 月１日（寄居町） 

  ロ 申告受付内容  「令和６年度固定資産税償却資産の申告」の受付 

  ハ 申告期限    令和６年１月 31 日 



申告書等の控えへの収受日付印の押なつ見直しについて
○ 実施時期の見直し
・ 「十分な周知期間が必要」とのご意見も踏まえ、現在から１年以上の周知期間を確保し、令和７年１月からの実施を検討中です。

○ 丁寧な周知・広報
・ 納税者の方々に対しては、令和６年２月～３月の確定申告期も利用して、丁寧に周知・広報を行います。
・ 金融機関や関係行政機関に対して、改めて周知を行います。国税局や税務署からも、各金融機関等に対して丁寧に説明します。

○ 申告書等の提出事実・提出年月日の確認方法
・ 申告書等の提出事実・提出年月日は、e-Tax受信通知や申告書等情報取得サービスなどで確認できます。確認手段につきまし
ては、別紙をご参照ください。
・ マイナンバーカードを保有していない方やe-Taxを利用していない方も含め、税務署の窓口においては、申告書等の閲覧サービスに
より、提出された申告書等の原本を閲覧できます。今後、収受日付印も含め写真撮影を可能とする予定です。

○ 延納・物納申請
・ 延納・物納申請書については、イメージデータでe-Tax送信することにより、提出事実・提出年月日を確認できます。ただし、印鑑証
明書などの原本は、別途郵送等による提出が必要になります。
・ 書面提出の場合は、国税局から納税者にお送りしている「徴収の引受通知書」又は「担当者のお知らせ」に、「申請書の収受日」と
「担当の税理士にお知らせください」旨の記載を追加する予定です。ただし、この通知書等の送付は、提出から概ね２週間かかります
のでご留意ください。

（参考１）更正の請求書等への「以前に提出した申告書等の提出年月日」の記載欄については、なくすことも含め、検討中です。
（参考２）e-Taxマイページについては、今後、税理士の方への利用拡大や表示情報の拡充を予定しています。
（参考３）当分の間の対応として、申告書等を窓口で提出された方が、その提出日付等を確認できる方法を検討中です。

熊谷税務署
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申告書等の提出事実等の確認方法

〇 申告書等の控えの収受日付印以外で、申告書等の提出事実・提出年月日を確認する方法は、以下のとおりです。

確認方法

電子申告
（e-Tax）

【提出事実・提出年月日を確認可】
• e-Tax受信通知

【提出事実・提出年月日を確認可】

• 申告書等情報取得サービス

• 保有個人情報の開示請求

• 税務署での申告書等の閲覧サービス

【提出事実を確認可】

• 納税証明書の交付請求

書面申告

メッセージボックスの「受通知信」または「電子申請等証明書」により、申告書等の提出事実・提出年月日を確認
（証明）することができます。

写しの交付まで１か月程度かかります。
※手数料は、300円（オンライン申請の場合は200円）です。
※法人の申告書等には利用できません。

写真撮影をする際には、収受日付印を含めて撮影いただけるようにする予定です。

※手数料は、税目ごと１年分１枚につき400円（オンライン申請の場合は370円）です。

書面申告の場合も、e-Taxを利用して、所得税申告書、青色申告決算書及び収支内訳書のイメージデータ
（PDF）を取得することができます。なお、本手続の利用にはマイナンバーカードが必要となります。

別紙

税理士による確認可

税理士等による代理請求可

税理士等による代理請求可

税理士等による代理請求可

※代理人によるオンライン申請には対応しておりません。
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予納制度を利用した納税のご案内

予納とは、調査等により近日中（おおむね６か月以内）に納付す

べき税額の確定が見込まれる場合、修正申告書等を提出する前で

あっても、その納付すべき税額の見込金額を、税務署長に申し出

て、あらかじめ納付（予納）することができる制度です。 

（国税通則法第５９条第１項第２号）

 予納をすると、延滞税の計算は納付された日までとなりますの

で、延滞税の額が少なくなる場合があります（注）。 

（注）１ 法定申告期限から１年以内に修正申告等を行う場合は、延滞税の計算は予納した日

までとなり、延滞税の額が少なくなります。 

  ２ 法定申告期限から１年を経過して修正申告等を行う場合は、除算期間がない場合に

限り、延滞税の額が少なくなります。 

「国税の予納申出書」に必要事項を記載して、税額の確定手続

（修正申告書の提出等）前又は納期限前までに、所轄の税務署に

ご提出の上、予納する金額を納付してください（注）。 

予納を行うに当たり、ご不明な点がございましたら、所轄の税

務署の管理運営部門までお問合せください。 

（注）１ 予納した場合には、予納の目的となる申告書等の提出を行う前（納期限前）に、そ

の還付を求めることはできません。 

    ２ 予納した額が申告書等の提出により確定した税額より少ない場合は、残額を別途

納付する必要があります。また、予納した額が確定した税額より多い場合には、順

次、他の未納の国税に充てられます（充当した後の残額については還付されます。）。

予納制度とは

予納のメリット

予納の方法

（納税者交付用） 
別紙６

関東信越国税局・税務署

別紙６
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別紙７

（納税者）
住所又は
所在地
(フリガナ）

氏名又は
名称

電話番号
下記のとおり、国税の予納をいたします。

円

銀行 金庫 本店 支店 出張所預金種類 口座番号

組合 農協 本所 支所 ゆうちょ銀行の場合　記号番号　　　　　　　　　　－

管 徴 個 資 法 酒 総・開 一部料二部料 特整 調 査 他

２　税額の一部について予納を申し出るときは、「税額」欄に「総税額のうち　　　　円」と記載してください。

４　※欄については、記載しないでください。

税　　　　額

記載要領

年分（事業年度分）
及び納期区分

国　税　の　予　納　申　出　書

　　　　　　  税務署長　殿

税　　　　目 税額の確定予定日

　　令和　　　年　　　月　　　日

３　「予納する理由」欄には、例えば「調査により修正申告書を近日中に提出する予定のため。」など具体的な
　理由を記載してください。

１　「税額の確定予定日」欄について、確定予定日が不明の場合には、納付（予定）日から６か月以内の日を
 記載してください。

予納する理由

予納した額が超過した場合の還付先

記

納付（予定）日

※
処
理
欄 交

付
部
署

予　　納　　す　　る　　国　　税

収受印

整理番号欄：
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別紙７

（納税者）
住所又は
所在地
（フリガナ）　　カンシン　タロウ

氏名又は
名称

電話番号　ＸＸＸ－○○○－△△△△

下記のとおり、国税の予納をいたします。

円

銀行 本店 支店 出張所預金種類 口座番号

組合 本所 支所 ゆうちょ銀行の場合　記号番号 －

管 徴 個 資 法 酒 総・開 一部料二部料 特整 調 査 他

２　税額の一部について予納を申し出るときは、「税額」欄に「総税額のうち　　　　円」と記載してください。

４　※欄については、記載しないでください。

３　「予納する理由」欄には、例えば「調査により修正申告書を近日中に提出する予定のため。」など具体的な
　理由を記載してください。

税　　　　目
年分（事業年度分）
及び納期区分

税額の確定予定日 税　　　　額 納付（予定）日

予納する理由

予納した額が超過した場合の還付先

・調査により、修正申告書を近日中に提出する予定のため

※
処
理
欄

記載要領

・なお、各税目の予納額が、後日確定する税額より過大であった場合は、他に
記載した税目の予納をしたものとして下さい。

・また、この申出書に基づく予納額が、後日確定する税額よりも過大であった場合は、延滞税及び加
算税に予納したものとして下さい。

１　「税額の確定予定日」欄について、確定予定日が不明の場合には、納付（予定）日から６か月以内の日を
 記載してください。

交
付
部
署

金庫

農協

国　税　の　予　納　申　出　書

　　令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　  税務署長　殿

記

予　　納　　す　　る　　国　　税

収受印

記載例

所得税

相続税

消費税

令和4年

令和4年1月1日
令和4年12月31日

令和4年12月10日

250,000

800,000

1,000,000

令和×年10月10日

令和×年10月10日

令和×年10月10日

令和×年12月１日

令和×年12月１日

令和×年12月１日

納期限を記載する。
納付（予定）年月日を記載
する。

さいたま市中央区新都心
１－ＸＸＸ

関信 太郎

○○

× ９ 1

整理番号欄：

≪一例≫ 予納する理由、了承事項等があれば記載する。

予納した額が超過した際に還付する振込先を記載する。
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別添３
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別添４
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別添５
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別添２別添６
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別添７
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